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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置

１ 教育に関する目標を達成するための措置

（１）教育の成果に関する目標を達成するための措置

（学群）

○教育の成果に関する具体的目標の設定

教養教育、専門基礎教育及び専門教育における総合的な教育目標とその達成方法を表示する

枠組みである「筑波スタンダード」について、平成１８年度末の設定を目指し検討を継続。

○卒業後の進路等に関する具体的目標の設定

①卒業後の進路は、社会の各分野において指導的役割を担う人材として企業、国・地方自治体

・各種団体等の公的セクター及び専門職への就職、並びに大学院への進学を目標とし、その

、 、 。目標達成に向け 平成１６年度に設置したキャリア支援室において学生の進学 就職を支援

（ ）、 、②キャリア教育 インターンシップを含む ＦＤ等によりキャリア支援を充実させるとともに

就職ガイダンスの実施、卒業・修了生名簿の作成及びキャリアアドバイザーの配置等による

、 。就職相談体制並びに 進路希望登録の充実による進路指導・情報提供支援体制の整備を図る

③専門職に係る各種資格試験については、ガイダンスや模擬試験を実施するなど合格率の一層

の向上を目指す。

④特に、医学類では医師国家試験合格率９０％以上を維持。また、看護・医療科学類では第１

回生（平成１８年度卒業）の国家試験合格率目標（看護学主専攻９０％、医療科学主専攻

８０％以上）を達成すべく教育内容と学生支援体制のさらなる充実を図る。

○教育の成果・効果の検証に関する具体的方策

「筑波スタンダード」に基づく教育の成果の検証方法の検討を継続。

また、教育の効果の客観的な検証方法を検討。

（大学院）

○修了後の進路等に関する具体的目標の設定

①修了後の進路は、国際的に幅広く活躍できる研究者、高度専門職業人等を目標とし、その目

標達成に向け、キャリア支援室において学生の就職を支援。

②全学のキャリア支援システムに加えて、一部の研究科においては、研究科独自の支援システ

ムの確立を図る。

○教育の成果・効果の検証に関する具体的方策

教育の成果については、各教育組織における学位授与状況及び学生の公表論文数や学会発表

数等により検証、また教育の効果については、修了生の追跡調査等、客観的な検証方法の具体

策を検討。

（２）教育内容等に関する目標を達成するための措置

（学群）

○アドミッション・ポリシーに応じた入学者選抜を実現するための具体的方策
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①入学室において入学者選抜全体を企画するとともに、各学群においては多様な選抜方法によ

り選抜を実施。

また、アドミッションセンターにおいてはアドミッションセンター入学試験及び入学者選抜

方法等の調査研究等を実施。

さらに、本学が求める学生確保のため、受験生のための説明会を全国及び地区別に３０回程

度開催。

②入学者選抜における２段階選抜の一部緩和や日本留学試験を活用した私費外国人留学生の選

抜における渡日前入学許可について検討。

○教育理念等に応じた教育課程を編成するための具体的方策

学群教育室において全学の学群教育の基本に関する企画・立案等を実施。

総合科目、国語、外国語、体育等の教養教育的な科目と専門教育的な科目のバランスを考慮

しながら、１年次から専門課程を履修するくさび型のカリキュラムを編成・実施。また、ＩＴ

技術力、英語運用能力及び国際理解力を養うための教育について、見直しに着手。

○授業形態、学習指導法等に関する具体的方策

学問分野の特性、教育目的に応じて、講義、演習、実験、実習等、適切な授業形態を組み合

わせ、さらにマルチメディア機器の活用等、多様な学習指導法による教育を実施。

少人数によるセミナーやチュートリアル方式の授業を積極的に推進。

○教育の改善のための具体的方策

教育方法の改善のため、ＦＤの全学的な推進を図るとともに、密度の高い授業実践モデルの

開発を目指す。また、学務システムによる授業評価の改善・充実を図る。

○適切な成績評価等の実施に関する具体的方策

①期末試験、授業の出席状況、宿題への対応状況、レポート等の提出状況等、日常の学生の授

業への取り組みと成果を考慮した多元的な基準により、適切な成績評価を実施。

②学習効果を高めるため、学期の中で授業科目を履修・完結させることなど、学期ごとの成績

評価を実施。

③学生の理解度に応じたきめ細かなアフターケアを実施。

（大学院）

○アドミッション・ポリシーに応じた入学者選抜を実現するための具体的方策

各研究科ごとに小論文、面接及び社会的活動や実務経験等を評価するなど多様な選抜方法を

企画・実施。

○教育理念等に応じた教育課程を編成するための具体的方策

①学問分野の特性や養成する人材に対応した多様な専攻編制による大学院を整備し、教育目的

に応じたカリキュラムを編成。

②ビジネス科学研究科に新たに法曹専攻及び国際経営プロフェッショナル専攻を設置し、その
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趣旨を生かしたカリキュラムを編成。

③システム情報工学研究科及び生命環境科学研究科を改組、再編し、その趣旨を生かしたカリ

キュラムを編成。

○授業形態、学習指導法等に関する具体的方策

①学問分野の特性、教育目的に応じて、講義、演習、実験、実習、セミナー、討論、プレゼン

テーション等、適切な授業形態を組み合わせ、実施。

②研究者養成においては、研究指導を重視し、高度専門職業人養成においては、事例研究、現

地調査、実習等、実践的で多様な授業を展開。

③マルチメディア機器やコンピュータ・ネットワークの整備により、授業形態、学習指導法等

の多様化を図る。

④専攻分野の特性に応じて、複数教員による教育研究指導を推進。

⑤国際化に対応した英語による授業の充実を図る。

○適切な成績評価等の実施に関する具体的方策

課題への対応状況、日常の学生の授業への取り組み状況及び各種発表活動を考慮した適切な

成績評価を実施。

（３）教育の実施体制等に関する目標を達成するための措置

○基本的な組織の編制方策

①別表のとおり学群、学類を設置。

②大学院博士課程及び修士課程の各研究科に別表のとおり専攻を設置。

○適切な教職員の配置等に関する具体的方策

①各学群、各研究科の特質と学生定員を踏まえ、教職員配置の見直しを検討。

②授業形態、受講者数等に応じ、教育の効果を上げるため、また、大学院生に教育経験の機会

を提供するため、ＴＡを効果的に配置。

○教育に必要な設備、図書館、情報ネットワーク等の活用・整備の具体的方策

①既存施設設備の劣化度調査を実施し、改修・改善の計画を策定。

②学術情報メディアセンターにおいて、情報技術による積極的な教育支援及びメディア情報発

信の支援体制を整備。

③図書館は、図書、雑誌、電子媒体等を系統的に収集整備し提供するとともに、電子化の推進

により電子的に発信される学術情報を拡充し、和装古書等の遡及入力を計画的に推進。

④学習管理システム、教材管理配信システム等のｅ－ラーニングシステムの導入により、情報

技術を用いた教育支援を推進。

⑤情報ネットワーク等を利用した情報教育基盤整備のための教育用等計算機システムの拡充を

図る。

⑥教材管理配信システム等情報教育基盤設備の整備充実を図る。
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○教育活動の評価及び評価結果を質の改善につなげるための具体的方策

①平成１６年度に構築し公開した研究者情報システムを基礎とし、教員評価等に利用できるデ

ータベースとして蓄積すべき項目をさらに整備・拡充。

②教育活動に関する組織評価システム及び個人評価システムを検討。

③学群教育室において、教育方法改善についての企画立案、ＦＤ活動を実施するほか、学務シ

ステムを活用した学生による授業評価システムの改善・充実を図る。

、 、 、 。④各教育組織においても 独自のＦＤ 学生による授業評価を実施し 教育の改善につなげる

○教材、学習指導法等に関する研究開発及びＦＤに関する具体的方策

ＦＤの全学的・組織的推進を指向するとともに、密度の高い授業実践モデルの開発を目指し

たプロジェクトによる相互研修型ＦＤを実施。

○学内共同教育等に関する具体的方策

①外国語、保健管理、体育、留学生支援等に関する業務については、それぞれ専門のセンター

において全学共通的に実施。

②全学共通科目として外国語、体育、情報処理等の科目を開設する他、学群・学類の教育目的

に沿った教養的科目として、学生の所属学群の区別なく履修できる総合科目を開設。

○学群、大学院の教育実施体制等に関する特記事項

平成１７年４月１日付けで独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構との連携による

「先端農業技術科学専攻」を設置。また、筑波研究学園都市の研究機関との連携による専攻の

さらなる整備を検討。

（４）学生への支援に関する目標を達成するための措置

○学習相談・助言・支援の組織的対応に関する具体的方策

①新たに学生支援担当副学長を任命し、学生への支援業務を統括。

②学務システムを教育に積極的に活用するため、システム機能の整備・拡充を実施。

③全学的体制の下、障害を持つ学生に対する支援の企画、立案、実施及び啓発を行う。

○生活相談・就職支援等に関する具体的方策

①学生生活支援室において学生のメンタルヘルス、生活相談、進路相談等、学生生活全般を支

。 、 、 、 、援 特に 精神衛生相談 学生相談については 保健管理センターの専門スタッフを増員し

カウンセリングを充実。

②各学類等のクラスに置かれるクラス担任教員が、学生の学修その他学生生活全般に対する指

導助言を実施。なお、大学院生についても学群と同様の学生の意向反映方法について継続し

て検討。

、 （ ）、③平成１６年度に設置したキャリア支援室を中心に キャリア教育 インターンシップを含む

ＦＤ等によりキャリア支援を充実させるとともに、就職ガイダンスの実施、卒業・修了生名

簿の作成及びキャリアアドバイザーの配置等による就職相談体制並びに、進路希望登録の充

実による進路指導・情報提供支援体制の整備を図る。
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○経済的支援に関する具体的方策

本学独自の奨学金制度の創設について検討に着手。

○社会人・留学生等に対する配慮

①大学院においては、社会人に対し、入学試験における社会人特別選抜制度や授業の昼夜開講

制を実施。

②ビジネス科学研究科に法曹専攻及び国際経営プロフェッショナル専攻を設置し、専ら夜間に

開講。

。 、 、 。③法曹専攻では長期在学制度を導入 なお 制度の有効活用について 引き続き検討を進める

④留学生センターにおける、留学生（外国人学生を含む）に対する宿舎の確保等の各種支援、

日本語教育、各種相談指導、地域社会との交流、短期交換留学支援等を充実。

⑤チューターや指導教員のためのハンドブックを作成し、相談指導体制を充実。

⑥日本留学試験を活用した私費外国人留学生の選抜における渡日前入学許可について検討。

⑦各教育研究組織の英文（その他の言語）でのwebを充実。

○キャンパスライフの充実

①課外活動連絡会等の活用により大学と学生との意思疎通を深め、また、課外活動団体リーダ

ー研修会を継続して実施し、課外活動を活性化。

②課外活動関連施設の整備についての検討に着手。

③福利厚生施設及び学生宿舎の整備計画の検討を継続するとともに、学生のセキュリティ確保

のための整備を実施。

２ 研究に関する目標を達成するための措置

（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成するための措置

○目指すべき研究の方向性

「教育・文化立国 「科学技術創造立国」を目指す我が国の諸施策を踏まえつつ、新しい学」、

問領域を拓く研究及び社会・経済・文化の発展に貢献できる研究を推進。

○大学として重点的に取り組む領域

①本学の特色及び強みを生かした領域の研究活動を一層推進するとともに、２１世紀ＣＯＥプ

ログラムの事業終了後の在り方等将来構想について検討。

②産学官の連携による新たな研究領域で、質の高い基礎研究を推進するためのプロジェクト提

案を募集し、厳格な審査の上実施。

○成果の社会への還元に関する具体的方策

①産学リエゾン共同研究センターを中心に、技術移転機関を活用した積極的な技術移転及び大

学発ベンチャー創出を支援。

なお、産学リエゾン共同研究センターにおいて、技術移転、ベンチャー設立の可能性の高い

共同研究について、年間６件程度を学内公募プロジェクト方式により支援。

②平成１６年度に構築した研究者の活動情報を収集・管理・公開する「研究者情報システム」
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の強化・充実を図り、利便性を拡充し、学内外での有効な活用を促進。

③附属図書館において、学術論文データベース等研究情報の受発信を促進。

○研究の水準・成果の検証に関する具体的方策

研究者情報システム等を活用して、研究の水準・成果の検証を行うための全学的な体制整備

を進める。

（２）研究実施体制等の整備に関する目標を達成するための措置

○適切な研究者等の配置に係る具体的方策

①教職員の配置の見直しを検討。また、各組織の教育・研究の特性を踏まえつつ、任期制導入

分野の拡大を図る。

。②日本学術振興会特別研究員等の受入れ及び外部資金による若手研究者の雇用を積極的に促進

③ＲＡや博士特別研究員等を効果的に配置。

○研究資金の配分システムに関する具体的方策

①研究資金確保のため、外部資金等、競争的研究資金獲得の奨励活動を推進するとともに、申

請をサポートする人材育成・配置等の体制について検討。

②限られた研究資源（研究資金・人員・スペース）を効率的かつ効果的に生かし研究の活性化

を図るための新たな戦略的研究支援システムを検討し、その実施のための体制を整える。

③間接経費等大学全体の共通経費は、大学全体の研究環境及び研究支援環境の改善や戦略的計

画に投入。

○研究に必要な設備等の活用・整備に関する具体的方策

①大学として重点を置く研究分野及び競争的研究資金を獲得した研究分野に対応する研究設備

を中心に整備。

②既存施設設備の劣化度調査を実施し、改修、改善の計画を策定。

、 。③リース方式の整備について導入を検討し 可能なものについて整備計画を策定し実施を図る

④総合研究棟、共同研究棟及び総合研究棟の移行跡地等における全学共用スペースを効率的に

運用。

○知的財産の創出、取得、管理及び活用に関する具体的方策

①知的財産統括本部において、知的財産の創出・取得・管理・活用までを一体的に行い、知的

財産の活用を通じて研究成果を社会に還元。

②利益相反ポリシー等のパンフレット作成、知的財産についての規定などの普及徹底を図る。

○研究活動の評価及び評価結果を質の向上につなげるための具体的方策

①平成１６年度に構築した研究者の活動情報を収集・管理・公開する「研究者情報システム」

の強化・充実を図り、利便性を拡充し、学内外での有効な活用を促進。

②研究活動に関する組織評価システム及び個人評価システムを検討。
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○全国共同研究に関する具体的方策

①計算科学研究センターにおいて全国共同利用施設に相応しい研究を推進するとともにそれに

必要な体制を整備。

②プラズマ研究センターにおいて、大学共同利用機関法人自然科学研究機構核融合科学研究所

との連携を強めて双方向型共同研究等を拡充・推進。

○学内共同研究等に関する具体的方策

①先端学際領域研究センター、遺伝子実験センター、大学研究センター、教育開発国際協力研

究センター、北アフリカ研究センター等、学内共同教育研究施設において学内関連組織及び

学外関連機関との連携を図り、それぞれの領域の研究を一層推進。

②産学リエゾン共同研究センター、学術情報メディアセンター、研究基盤総合センターにおい

ては、それぞれの役割に応じた研究支援活動を一層推進。

○大学院・附置研究所等の研究実施体制等に関する特記事項

①期限付き課題設定型の特別プロジェクト研究や各種プロジェクト研究による研究費・研究ス

ペースの重点配分等の方法により、研究を推進。

②計算科学研究センターの全国共同利用の附置研究所への転換に向けた検討に着手。

③研究科等からの要請による教員審査、個人及び組織の業績評価を行うほか、大学の発展に資

する企画提言機能を必要に応じて発揮する組織として学系を設置。学系は、専門的な学問分

野を同じくする教員で構成。

３ その他の目標を達成するための措置

（１）社会との連携、国際交流等に関する目標を達成するための措置

○地域社会等との連携・協力、社会サービス等に係る具体的方策

①茨城県（平成１７年２月包括協定締結）及びつくば市（平成１５年９月包括協定締結）を中

心とした自治体との連携・協力体制を活用し、新たなニーズや意見の収集に努め、地域貢献

事業を推進。

②特定の領域の教育研究を推進するために寄附講座を設置。

③社会のニーズを捉えた公開講座を実施。

④図書館における学外者に対する閲覧、複写サービスの提供。また、展示会など図書館公開事

業を実施。体育センターにおいては、地元自治体やスポーツ団体等に施設を積極的に開放。

○産学官連携の推進に関する具体的方策

知的財産統括本部において、知的財産の保護、産業界への技術移転を推進するとともに学内

シーズの発掘、企業ニーズとのマッチングを推進することにより、共同研究及び受託研究の件

数の増加を図る。また、インターンシップを積極的に推進するなど、産学連携による人材育成

に取り組む。

○国公私立大学等との連携・支援に関する具体的方策

①筑波研究学園都市における中核的な大学として、連携大学院方式等を通じて、地域の各種研
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究機関との連携を推進。

②大学研究センターにおける国公私立大学事務職員に対するセミナーや図書館職員長期研修な

ど学内外の教育関係機関等の教職員を対象とした研修会等を実施。

③ビジネス科学研究科において、大阪大学等と協力してＳＣＳを利用した合同授業を企画・実

施。

④下田臨海実験センター等本学が保有する施設・設備を国公私立大学に開放するなどの連携の

推進に関する検討に着手。

○留学生交流その他諸外国の大学等との教育研究上の交流に関する具体的方策

①筑波大学国際連携の理念となるポリシーペーパーを作成。

②国際交流協定の協定校を拡大するとともに拠点となる協定大学や研究機関を選定し、積極的

な交流活動を展開。

③国際連携プロジェクト 招へい・派遣・イベントフォーラム 及び国際留学プロジェクト 受（ ） （

入れ・派遣）を推進し、研究者交流、留学生交流、国際会議・シンポジウムの開催等への支

援を実施。

④学術研究情報や留学情報の収集、発信を行うとともに、優秀な留学生・研究者の確保、共同

研究の推進、日本語教育の海外展開等を図るための海外拠点の設置について検討。

⑤留学生交流の具体的方策を企画・実施する留学生センターの支援組織の見直し。

○教育研究活動に関連した国際貢献に関する具体的方策

①教育開発国際協力研究センター及び農林技術センター等において、国際協力機構及びユネス

コ等を通じた開発途上国等への専門家の派遣及び招へい並びにセミナー等の開催、国際共同

研究を積極的に推進。

②北アフリカ研究センターにおいて、北アフリカ地域への多方面からの支援方策を学術的に研

究。

（２）附属病院に関する目標を達成するための措置

○医療サービスの向上に関する具体的方策

①地域・社会との連携による支援センターの設置を図る。

②病診・病病連携等による外来診療体制を整備。

③患者満足度の向上を図るための患者サービスを検討。

④患者食の提供システムと質の改善を検討。

○良質な医療人養成の具体的方策

①卒後臨床研修における「筑波大学附属病院後期課程プログラム」の改定を検討。

②臨床技能実習システム（スキルスラボ）及び救急蘇生教育を充実。

○研究成果の診療への反映や先端的医療の導入のための具体的方策

①学内の他分野や地域の研究機関と連携して、遺伝子診断・治療を推進。

②陽子線医学利用研究センターと協力して陽子線治療をさらに推進。
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③治験の受入れ体制の整備を図るとともに、医師・医療機関が主体となって行う臨床研究につ

いて取り組む。

○経営の効率化に関する具体的方策

①病床稼働率（８８％）の維持・向上により、病院収入の増を図る。

②物流管理システムの構築による病院資源の効率的な予算執行を推進。

③手術部等への看護師等の増加を図る。

④病床の効率的な運用のため、病床配分の見直しを行う。

○適切な医療従事者等の配置に関する具体的方策

①病床稼働率の維持・向上等のため、各フロアに総フロア長を新たに配置。

②外部委託を含む経営的、効率的な面を考慮した業務の見直し及び医療事務専門職員の配置を

検討。

③看護師の弾力的な配置を検討。

○管理運営等に関する具体的方策

①病院機能評価及びＩＳＯ９００１を管理運営の改善・促進に活用。

②病院長を中心とする管理運営体制のさらなる充実を図る。

③予算の範囲内において医療機器の更新及び先端医療の提供に必要な医療機器の新規導入を図

る。

④診療情報の電子化や地域医療機関とのオンライン情報交換の実現を図る。

○附属病院の整備

周産期総合医療センターの整備を図る。

（３）附属学校等に関する目標を達成するための措置

○学校運営の改善に関する具体的方策

①附属学校教育局による附属学校運営のさらなる改善・充実を図る。

②附属特別支援学校の設置に向けて、検討組織を設置し機能的な統合等について検討。

○大学との連携・協力の強化に関する具体的方策

①「大学・附属学校連携委員会」において、さらに連携を推進。

②「特別支援教育研究センター運営委員会」を中心に特別支援教育に関する附属学校や公立学

校との連携協力のための体制整備に関する検討に着手。

○附属学校の目標を達成するための入学者選抜の改善に関する具体的方策

、 。各学校に設置された検討組織において 引き続き選抜方法の工夫や入学定員の見直しを行う

○公立学校との人事交流に対応した体系的な教職員研修に関する具体的方策

①公立学校との人事交流については、平成１６年度に整理した課題等を踏まえて、円滑な人事
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交流を推進するための方策を検討。

、「 」 。②研修については 附属学校における教員研修検討会 においてさらなる充実策を検討・実施

○附属学校等の整備

①平成１６年度に設置した「特別支援教育研究センター」の機能のさらなる充実を図る。

②附属学校教育局と附属学校の連携による現職教員を対象としたリカレント教育を行うための

整備を検討。

（ ） 。③特別支援教育研究センターとの連携による長期研修プログラム 内地留学 の受入れを実施

④附属学校が所有する教育資料の整備方法について検討。

⑤平成１６年度に設置した「附属学校教員選考委員会」において、引き続き、附属学校におけ

る教員の適正配置等を図る。

⑥平成１６年度に設置した「学校あんしん推進委員会」を活用し、安全で安心できる学校生活

のための諸施策を検討・推進。

⑦安全対策マニュアルを引き続き検証し、必要に応じ内容を改訂。

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置

１ 運営体制の改善に関する目標を達成するための措置

○全学的な経営戦略の確立に関する具体的方策

①学長・副学長を補佐する各戦略室を活用し、本部事務組織との連携による戦略立案・推進機

能の強化を図る。

②平成１６年度に引き続き、全学・部局別の年度重点施策を策定し、期限を明確にして、確実

な実施を図る。

○運営組織の効果的・機動的な運営に関する具体的方策

①役員会、経営協議会、教育研究評議会、運営会議等各会議の運営方法をさらに改善し、審議

の充実・効率化を図る。

②大学全体の運営を効率化・迅速化するための全学的な検討・推進体制を整備。

③附属学校の管理機関となる附属学校教育局は、各附属学校における組織、教育課程、児童・

生徒の在籍、教職員人事、施設等を管理。

○研究科長等を中心とした機動的・戦略的な研究科等運営に関する具体的方策

①研究科等の運営について効率化を図るため、各支援室の事務処理方法の見直しを含め、業務

の在り方の再検討に着手。

②国大協等が主催するセミナーに参加するとともに、学内においてもテーマを設定して管理職

研修を実施。

○教員・事務職員等による一体的な運営に関する具体的方策

副学長や研究科長等に対する補佐業務の充実を図るため、教員・事務職員等による一体的な

運営をさらに促進。
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○全学的視点からの戦略的な学内資源配分に関する具体的方策

①標準教職員数及び定員流動化率を設定し、教職員の重点配置及び効率的配置を行い、組織の

活性化を図る方途について検討。

②予算配分に当たり、運営費交付金の一定率を大学全体の共通経費として留保するとともに、

外部資金獲得に伴う間接経費は大学全体の共通経費として留保。

③本部は、留保された予算を大学全体の教育研究環境の維持・向上及び戦略的計画に投入。

○学外の有識者・専門家の登用に関する具体的方策

必要に応じて有資格者をコンサルタントとして活用することを検討。

○内部監査機能の充実に関する具体的方策

、 。内部監査に関するシステムを検討するとともに 監事が行う業務監査との連携の強化を図る

○国立大学間の自主的な連携・協力体制に関する具体的方策

①近隣の大学間等と計画的に人事交流を実施。

、 、 。②職員の階層別研修について 高エネルギー加速器研究機構 筑波技術短期大学と共同で実施

○情報システムの整備

①平成１６年度に設置した情報化戦略室を中心に情報基盤に係る中長期的な整備方針の検討に

着手。

②スーパーＳＩＮＥＴやつくばＷＡＮなどの学外の高速ネットワークとの接続による情報通信

、 、基盤の整備 論文引用度データベースやオンラインジャーナル等の学術情報サービスの提供

電子図書館等の充実により情報環境を整備。

③学内無線ＬＡＮの利便性の向上とセキュリティの確保を図る。

④学務システムを教育に積極的に活用させるため、機能を整備・拡充。

⑤平成１６年度に構築し公開した研究者情報システムを基礎とし、評価等に利用できるデータ

ベースとして蓄積すべき項目をさらに整備・拡充。

⑥全学的な経営情報システムの開発・整備について検討を継続するとともに、財務会計システ

ム及び関連する業務システムの改善を図る。

２ 教育・研究組織の見直しに関する目標を達成するための措置

○教育・研究組織の編成・見直しのシステムに関する具体的方策

①各部局は、新たな教育・研究組織の設置や整備、又は再編等について本部に要求。本部は、

教育研究上の効果、財政負担、要求組織の評価等を総合的に勘案して意思を決定。

②標準教職員数及び定員流動化率を設定し、教職員の重点配置及び効率的配置を行い、組織の

活性化を図る方途について検討。

○教育・研究組織の見直しの方向性

［学群］

学群再編案を策定し、新たな学群組織ごとの教育課程の編成に着手。
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［大学院］

①博士課程において、教育研究分野の特性等に応じて、必要な分野については５年一貫の課程

から区分制の課程に移行。

②修士課程においては、分野別の必要性に応じて、一部を博士課程と統合。

③研究の進展や社会的要請等を踏まえ、必要に応じ、新たな領域に専攻を整備するとともに、

既存の専攻についても拡充を進める。

④筑波研究学園都市の研究機関等と大学院における教育研究面での連携を推進。

平成１７年度に行う組織の見直しの具体的内容は以下のとおり。

（ビジネス科学研究科）

・新たに法曹専攻及び国際経営プロフェッショナル専攻を設置。

（システム情報工学研究科）

・５年一貫制博士課程から区分制博士課程への転換。

・社会システム工学専攻、計量ファイナンス・マネジメント専攻を改組、再編。

・上記に関連して経営・政策科学研究科を廃止。

・生命環境科学研究科の改組再編と併せて理工学研究科を廃止。

（生命環境科学研究科）

。（ 、 、・５年一貫制博士課程から区分制博士課程への転換 地球環境科学専攻 地球進化科学専攻

生命共存科学専攻を除く ）。

・構造生物科学専攻、情報生物科学専攻、国際地縁技術開発科学専攻、生物資源科学専攻、

生物機能科学専攻を改組、再編。

・新たに生命産業科学専攻を設置。

・新たに農業・生物系特定産業技術研究機構との連携による先端農業技術科学専攻を設置。

・上記及びシステム情報工学研究科の改組再編と併せて理工学研究科を廃止。

・上記に関連してバイオシステム研究科を廃止。

（人間総合科学研究科）

・芸術学専攻及びヒューマン・ケア科学専攻の入学定員増。

（経営・政策科学研究科）

・システム情報工学研究科の改組再編に併せて研究科を廃止。

（理工学研究科）

・システム情報工学研究科及び生命環境科学研究科の改組再編と併せて研究科を廃止。

（バイオシステム研究科）

・生命環境科学研究科の改組再編と併せて研究科を廃止。

３ 教職員の人事の適正化に関する目標を達成するための措置

○人事評価システムの整備、活用に関する具体的方策

①平成１６年度に構築し公開した研究者情報システムを基礎とし、評価等に利用できるデータ

ベースとして蓄積すべき項目をさらに整備・拡充。

②教員の教育研究活動の活性化を目的とした新たな教員人事制度の検討に着手。

③職員については、定期的に職務評価を実施。
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○柔軟で多様な人事制度の構築に関する具体的方策

①職務内容に応じたより適切な人事制度となるよう引き続き検討。

②兼職・兼業については、平成１６年度に定めた基本的ルールに基づき、具体的運用方法の整

備・改善を図る。

○任期制・公募制の導入など教員の流動性向上に関する具体的方策

公募制による教員人事を推進するとともに、任期制の拡大やテニュア制の導入については、

新たな教員人事制度の構築の一環として検討。

○外国人・女性等の教員採用の促進に関する具体的方策

外国人・女性等に配慮した職場環境の改善に関する検討を引き続き推進。

○事務職員等の採用・養成・人事交流に関する具体的方策

採用：事務職員等は 「国立大学法人等採用試験」を活用した競争試験及び能力実証による選考、

で採用者を決定。

養成：階層別職員研修として 「中堅研修 「主任級 「係長級」及び「課長補佐級」研修を実、 」、 」、

施。また業務部門に応じた研修を実施。

人事交流：他機関との人事交流、文部科学省等への研修派遣を継続。

○中長期的な観点に立った適切な人員（人件費）管理に関する具体的方策

標準教職員数及び定員流動化率を設定し、定員管理を実施。

４ 事務等の効率化・合理化に関する目標を達成するための措置

○事務等組織の機能・編成の見直しに関する具体的方策

①課題に応じ事務等組織の見直しを実施。

②大学全体の運営を効率化・迅速化するための全学的な検討・推進体制を整備し、業務の効率

化・簡素化を推進。

③業務の情報化推進のため、職員の情報研修を実施。

○複数大学による共同業務処理に関する具体的方策

採用試験事務の一環として国立大学等が共同で行う「国立大学法人等採用試験」を活用。ま

た、研修の企画・実施等、共同業務処理を促進。

○業務のアウトソーシング等に関する具体的方策

①業務の性質、経費、人事管理等の面から多角的に分析した上で、業務のアウトソーシングを

推進。

②つくばエクスプレスの開業に合わせて、運行業務の外部委託による新たな学内交通システム

を導入。
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Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置

１ 外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標を達成するための措置

○科学研究費補助金、受託研究、奨学寄附金等外部資金増加に関する具体的方策

①外部資金等競争的研究資金獲得を推進するとともに、申請をサポートする人材育成・配置等

の体制について検討。

②知的財産統括本部において、学内シーズの発掘、企業ニーズとのマッチングを推進すること

により、共同研究及び受託研究の件数の増加を図る。

③科学研究費補助金については、大型プロジェクトへ積極的に取り組むとともに大学全体の申

請率の一層の引き上げを図る。

○収入を伴う事業の実施に関する具体的方策

①学群及び大学院において魅力ある教育を推進し、志願者及び入学者を常に安定確保すること

により、安定した収入を維持。

②附属病院は、病床稼働率の向上、手術室の効率的利用、平均在院日数の短縮等を実施するこ

とによる病院収入の増を目指す。

③研究資金確保のため、外部資金等、競争的研究資金獲得の奨励活動を推進するとともに、申

請をサポートする人材育成・配置等の体制について検討。

２ 経費の抑制に関する目標を達成するための措置

○管理的経費の抑制に関する具体的方策

管理経費の抑制について全学一括購入等の具体的方策を引き続き検討・実施。

３ 資産の運用管理の改善に関する目標を達成するための措置

○資産の効率的・効果的運用を図るための具体的方策

①資産の管理・有効利用については、その効率的・効果的運用を図るための方策を引き続き検

討・実施。

②保有資産のデータベース化に着手。

③運用規則に基づき余剰資金の効率的運用を図る。

Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標を達成するための措置

１ 評価の充実に関する目標を達成するための措置

○自己点検・評価の改善に関する具体的方策

組織のアクティビティーを高め、教育研究の活性化を目指し、自己点検・評価項目の見直し

とそれに基づく組織評価システムを検討。

○評価結果を大学運営の改善に活用するための具体的方策

組織の活動を評価するシステムについて引き続き検討するとともに、特に優れた活動を行っ

た組織への資源の重点配分について検討。
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２ 情報公開等の推進に関する目標を達成するための措置

○大学情報の積極的な公開・提供に関する具体的方策

①情報公開法及び個人情報保護法について学内構成員に周知。

②情報公開法及び個人情報保護法に基づく適切な情報公開を行うとともに、円滑な運用に努め

る。

○大学情報の積極的な広報に関する具体的方策

①広報戦略の確立と戦略に基づく積極的な広報活動を推進。

②平成１６年度に刷新したホームページについて、多言語化やコンテンツの充実を図るととも

に、研究科等学内組織のホームページの充実を促進。

③広報コーナー等の整備を図る。

④既存広報誌や大学紹介ビデオの刷新を検討。

⑤平成１６年度に構築し公開した研究者情報システムを基礎とし、学外者が利用できるデータ

ベースとして蓄積すべき項目をさらに整備・拡充。

Ⅴ その他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措置

１ 施設設備の整備等に関する目標を達成するための措置

○教育研究等の質の向上について必要となる施設設備の整備に関する具体的措置

①施設の整備及び管理に関する目標を設定。

②施設設備について整備計画を策定し、国の財政状況を踏まえ整備の推進を図る。

③基幹整備の更新計画を策定し実施を図る。

④附属病院の再開発整備計画を策定し実施を図る。

⑤教育研究及び学内外との幅広い交流を目的とした総合交流会館の整備計画を策定し実施を図

る。

○必要となる施設設備の新たな整備手法に関する具体的措置

①生命科学動物資源センターの施設整備等事業については、ＰＦＩ事業として確実に推進。

、 。②リース方式の整備について導入を検討し 可能なものについて整備計画を策定し実施を図る

③地方自治体等との連携による施設設備の整備計画を引き続き検討し、可能なものについて整

備を図る。

④共用スペース利用者からの使用料により確保された資金による施設整備を実施。

○施設設備の有効活用及び維持管理に関する具体的方策

①既存施設設備の劣化度調査を実施し改修改善の計画を策定。

②老朽化施設の改善整備計画を策定し実施を図る。

③総合研究棟への移転後の跡スペースも共用スペースとして確保し、施設・設備の有効活用を

推進。

○その他施設設備に関する特記事項

①段階的な取得を行っている大学用地、宿泊施設用地について、長期借入金を活用して一括し
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て取得する。

②教職員宿舎等の効率的運用を図る。

③東京キャンパスの将来設計に関する事項を検討するため、平成１６年度に設置した「筑波大

学東京キャンパス将来計画検討チーム」において、全学的見地から施設及び保有資産の有効

活用方策を総合的に検討。

④秋葉原ダイビルの賃借スペースを、本学の東京における拠点のひとつとして有効活用するた

めの方策を検討。

２ 安全管理に関する目標を達成するための措置

○安全管理・事故防止に関する具体的方策

①平成１６年度に構築した安全衛生・環境管理に対する全学的な体制の充実を図る。

②本部と部局との安全衛生・環境管理に関する情報の共有化や連携の強化を進め、職場環境の

安全と職員の健康保持を徹底。

③「安全のための手引」及び「実験系廃棄物取扱いの手引」のweb化により、事故防止や安全の

徹底を図る。

④遺伝子組換え実験、動物実験等に関する学内規程の整備を図る。

○学生の安全確保等に関する具体的方策

①「安全のための手引」及び「実験系廃棄物取扱いの手引」のweb化により、事故防止や安全の

徹底を図る。

②学生担当教員制度、クラス制度、フレッシュマンセミナー等を通じて安全教育を充実。

③学生生活における予期しがたい事件・事故等のトラブル防止及び安全意識の涵養を図ること

を目的とした冊子、刊行物を配付し、継続的な注意喚起を実施。

④セーフティプロジェクトの活動を一層活性化し、学内での事件事故防止に努めるとともに、

大学関係者の安全に対する意識の向上を図る。

○附属学校の安全管理に関する具体的方策

①平成１６年度に設置した「学校あんしん推進委員会」を活用し、安全で安心できる学校生活

のための諸施策を検討・推進。

②安全対策マニュアルを引き続き検証し、必要に応じ内容を改訂。

○危機管理に関する具体的方策

危機発生時の情報伝達を中心に危機管理システムの整備・充実を図る。
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Ⅵ 予算（人件費の見積りを含む 、収支計画及び資金計画。）

別紙参照

Ⅶ 短期借入金の限度額

○短期借入金の限度額

１ 短期借入金の限度額

１０６億円

２ 想定される理由

運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生等により緊急に必要となる対策費として借り入

れすることも想定される。

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画

○重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画

・附属病院における施設の整備に必要となる経費の長期借入に伴い、本学の附属病院の敷地及

び建物について担保に供する。

Ⅸ 剰余金の使途

○決算において剰余金が発生した場合は、

・教育研究の質の向上及び組織運営の改善に充てる。
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Ⅹ その他

１ 施設・設備に関する計画

施設・設備の内容 予定額（百万円） 財 源

・小規模改修 総額 施設整備費補助金（４，２９７）

６４，５９２

・筑波団地 土地購入 長期借入金 （６０，１２７）

・生命科学動物資源センター 国立大学財務・経営センター

施設整備等事業（ＰＦＩ） 施設費交付金 （１６８）

・池尻、坂戸団地校舎等改修

・西地区学生寄宿舎改修

・附属病院基幹・環境整備

『 施設整備費補助金」のうち、平成１７年度当初予算額３，７５２百万円、前年度よりの繰越「

額５４５百万円』

（注１）金額については見込みであり、中期目標を達成するために必要な業務の実施状況等を勘案

した施設・設備の整備や老朽度合い等を勘案した施設・設備の改修等が追加されることもあ

る。

（注２）小規模改修について１７年度以降は１６年度同額として試算している。

なお、各事業年度の施設整備費補助金、船舶建造費補助金、国立大学財務・経営センター

、 、 、施設費交付金 長期借入金については 事業の進展等により所要額の変動が予想されるため

具体的な額については、各事業年度の予算編成過程等において決定される。

２ 人事に関する計画

人事に関する計画○

１ 公募制による教員人事を推進するとともに、新たな教員人事制度の構築の一環として、任

期制の拡大やテニュア制の導入について、引き続き検討する。

２ 各学群・研究科の特質と学生定員を踏まえ、教職員を適切に配置する。

３ 他の国立大学法人等との職員の人事交流を行い、優秀な人材の確保・育成を行う。

４ 職員の専門性及び意識向上を図るため、研修の充実を図る。

（参考１） 平成１７年度の常勤職員見込数 ３８０７人,
また、任期付職員の見込みを２３７人とする。

（参考２） 平成１７年度の人件費総額見込み ３７，８４７百万円
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年度計画 別表

第一学群 人文学類 ４８０人

社会学類 ３４０人

自然学類 ８００人

第二学群 比較文化学類 ３２０人

日本語・日本文化学類 １６０人

人間学類 ４８０人

生物学類 ３２０人

学 生物資源学類 ５００人

第三学群 社会工学類 ４８０人

国際総合学類 ３２０人

情報学類 ３２０人

群 工学システム学類 ５２０人

工学基礎学類 ５００人

医学専門学群 医学類 ５９５人

（うち医師養成に係る分野 ５９５人）

看護・医療科学類 ３３４人

体育専門学群 ９６０人

芸術専門学群 ４００人

図書館情報専門学群 ６６０人

人文社会科学研究科 哲学・思想専攻 ３０人（博士課程）

歴史・人類学専攻 ５８人（博士課程）

文芸・言語専攻 １００人（博士課程）

現代文化・公共政策専攻 ７０人（博士課程）

社会科学専攻 ５３人（博士課程）

国際政治経済学専攻 ５０人（博士課程）

ビジネス科学研究科 経営システム科学専攻 ６０人（前期課程）

大 企業法学専攻 ６０人（前期課程）

企業科学専攻 ６５人（後期課程）

法曹専攻 ４０人

（うち専門職学位課程 ４０人）

学 国際経営ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ専攻 ３０人

（うち専門職学位課程 ３０人）

数理物質科学研究科 数学専攻 ８４人

院 うち前期課程 ４８人

５年一貫課程 ３６人

物理学専攻 １４０人

うち前期課程 ８０人

５年一貫課程 ６０人

化学専攻 １０９人

うち前期課程 ６８人

５年一貫課程 ４１人
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物質創成先端科学専攻 １２４人

うち前期課程 ７６人

５年一貫課程 ４８人

電子・物理工学専攻 １４４人

うち前期課程 １００人

５年一貫課程 ４４人

物性・分子工学専攻 １５０人

うち前期課程 １０８人

５年一貫課程 ４２人

物質・材料工学専攻 １２人（後期課程）

システム情報工学研究科 社会ｼｽﾃﾑ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ専攻 ２６人（後期課程）

社会システム工学専攻 １１０人

うち前期課程 ５６人

５年一貫課程 ５４人

計量ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ専攻 １８人（５年一貫課程）

リスク工学専攻 １０４人

大 うち前期課程 ６２人

後期課程 １２人

５年一貫課程 ３０人

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｻｲｴﾝｽ専攻 ２０８人

うち前期課程 １１２人

後期課程 ２８人

５年一貫課程 ６８人

知能機能システム専攻 １７６人

うち前期課程 １０２人

後期課程 ２４人

５年一貫課程 ５０人

学 構造エネルギー工学専攻 １３４人

うち前期課程 ７６人

後期課程 １６人

５年一貫課程 ４２人

経営・政策科学専攻 １０３人（前期課程）

生命環境科学研究科 地球環境科学専攻 ４２人（５年一貫課程）

地球進化科学専攻 ４２人（５年一貫課程）

構造生物科学専攻 ２４人

うち後期課程 ９人

５年一貫課程 １５人

院 情報生物科学専攻 ５５人

うち後期課程 １７人

５年一貫課程 ３８人

生命共存科学専攻 ８５人（５年一貫課程）

国際地縁技術開発科学専攻 ７８人

うち後期課程 ２２人

５年一貫課程 ５６人

生物圏資源科学専攻 ７８人

うち後期課程 ２０人

５年一貫課程 ５８人

生物機能科学専攻 ７９人

うち後期課程 ２１人

５年一貫課程 ５８人

生物科学専攻 ６８人（前期課程）

生物資源科学専攻 １４７人（前期課程）

生命産業科学専攻 １２人（後期課程）

先端農業技術科学専攻 ６人（後期課程）
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人間総合科学研究科 教育学専攻 ４０人（博士課程）

学校教育学専攻 ３０人（博士課程）

心理学専攻 ４０人（博士課程）

心身障害学専攻 ４０人（博士課程）

ﾋｭｰﾏﾝ･ｹｱ科学専攻 ９４人（博士課程）

感性認知脳科学専攻 ６５人（博士課程）

大 スポーツ医学専攻 ４０人（博士課程）

先端応用医学専攻 ５０人（博士課程）

分子情報･生体統御医学専攻 ５０人（博士課程）

病態制御医学専攻 ４４人（博士課程）

機能制御医学専攻 ３２人（博士課程）

社会環境医学専攻 ４２人（博士課程）

体育科学専攻 １００人（博士課程）

芸術学専攻 ３８人（博士課程）

図書館情報メディア研究科 図書館情報メディア専攻 １３７人

うち前期課程 ７４人

学 後期課程 ６３人

地域研究研究科 地域研究専攻 １００人（修士課程）

教育研究科 障害児教育専攻 ７０人（修士課程）

教科教育専攻 １８０人（修士課程）

カウンセリング専攻 ９２人（修士課程）

環境科学研究科 環境科学専攻 ２０４人（修士課程）

医科学研究科 医科学専攻 ６０人（修士課程）

院

体育研究科 スポーツ科学専攻 １２０人（修士課程）

体育方法学専攻 ３０人（修士課程）

コーチ学専攻 ３０人（修士課程）

健康教育学専攻 ３０人（修士課程）

スポーツ健康科学専攻 ３０人（修士課程）

ｽﾎﾟｰﾂ健康ｼｽﾃﾑ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ専攻 ４８人（修士課程）

芸術研究科 美術専攻 ５０人（修士課程）

デザイン専攻 ５０人（修士課程）

世界遺産専攻 ３０人（修士課程）

附属小学校 ９６０人

学級数 ２４

附属中学校 ６００人

附 学級数 １５

附属駒場中学校 ３６０人

学級数 ９

属 附属高等学校 ７２０人

学級数 １８

附属駒場高等学校 ４８０人

学 学級数 １２

附属坂戸高等学校 ４８０人

学級数 １２

校 附属盲学校 ２５２人

学級数 ３７
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附属聾学校 ２８７人

学級数 ４３

附属大塚養護学校 ７６人

学級数 １３

附属桐が丘養護学校 １４１人

学級数 ３１

附属久里浜養護学校 ５４人

学級数 １８
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（別紙）予算、収支計画及び資金計画

１．予 算

平成１７年度 予算
（単位：百万円）

区 分 金 額

収入
運営費交付金 ４２，８９０
施設整備費補助金 ４，２９７
船舶建造費補助金 ０
施設整備資金貸付金償還時補助金 ３，７３３
国立大学財務・経営センター施設費交付金 １６８
自己収入 ２３，８７２
授業料及入学金検定料収入 ９，６８３
附属病院収入 １３，４１１
財産処分収入 ０
雑収入 ７７８
産学連携等研究収入及び寄付金収入等 ２，８４１
長期借入金収入 ６０，１２７

計 １３７，９２８

支出
業務費 ６５，５３３
教育研究経費 ４０，２３２
診療経費 １２，１８３
一般管理費 １３，１１８
施設整備費 ６４，５９２
船舶建造費 ０
産学連携等研究経費及び寄付金事業費等 ２，８４１
長期借入金償還金 ４，９６２

計 １３７，９２８

[人件費の見積り]
期間中総額 ３７，８４７百万円を支出する （退職手当は除く）。

注）退職手当については、国立大学法人筑波大学退職手当規程に基づいて支給することと
する。
注 「運営費交付金」のうち、平成１７年度当初予算額４２，５８１百万円、前年度より）
の繰越額のうち使用見込額３０９百万円。
注 「施設整備費補助金」のうち、平成１７年度当初予算額３，７５２百万円、前年度よ）
りの繰越額５４５百万円。
注）施設整備費補助金、船舶建造費補助金、国立大学財務・経営センター施設費交付金、
長期借入金収入は 「施設・設備に関する計画」に記載した額を計上している。、
注）施設整備資金貸付金償還時補助金は、償還計画に基づく所要額を計上している。
注）産学連携等研究収入及び寄付金収入等は、版権及び特許権等収入を含む。
注）産学連携等研究経費及び寄付金事業費等は、産学連携等研究収入及び寄付金収入等に
より行われる事業経費を計上している。
注）長期借入金償還金については、償還計画に基づく所要額を計上している。
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２．収支計画

平成１７年度 収支計画
（単位 百万円）

区 分 金 額

費用の部
経常費用 ７２，８６６
業務費 ６１，０６０
教育研究経費 １０，１５５
診療経費 ７，５９７
受託研究費等 ２，１４６
役員人件費 １８１
教員人件費 ２７，４０６
職員人件費 １３，５７５
一般管理費 ６，５８２
財務費用 ３１８
雑損 ０
減価償却費 ４，９０６
臨時損失 ０

収入の部
経常収益 ７０，８５８
運営費交付金 ４２，４０３
授業料収益 ７，９９８
入学金収益 １，３３７
検定料収益 ３４７
附属病院収益 １３，３３１
受託研究等収益 ２，１４６
寄附金収益 ５２８
財務収益 ０
雑益 ７７８
資産見返運営費交付金戻入 ８４
資産見返寄付金戻入 ８３
資産見返物品受贈額戻入 １，８２３
臨時利益 ０

純損失 ２，００８

総損失 ２，００８

注）受託研究費等は、受託事業費、共同研究費及び共同事業費を含む。

注）受託研究等収益は、受託事業収益、共同研究収益及び共同事業収益を含む。
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３．資金計画

平成１７年度 資金計画
（単位 百万円）

区 分 金 額

資金支出 １３９，９６７
業務活動による支出 ６７，６４０
投資活動による支出 ６５，３２６
財務活動による支出 ４，９６２
翌年度への繰越金 ２，０３９

資金収入 １３９，９６７
業務活動による収入 ６９，２２１
運営費交付金による収入 ４２，５８１
授業料及入学金検定料による収入 ９，６８３
附属病院収入 １３，４１１
受託研究等収入 ２，１４６
寄付金収入 ６９５
その他の収入 ７０５
投資活動による収入 ８，６２２
施設費による収入 ８，６２２
その他の収入 ０
財務活動による収入 ５９，７０３
前年度よりの繰越金 ２，４２１

[注]施設費による収入には、独立行政法人国立大学財務・経営センターにおける施設費交
付事業に係る交付金を含む。


